
件   名 
災害に伴う応急措置の業務に従事した者に対する損害補償に関する条例の

一部を改正する条例 

主 管 課 危機管理課 

根拠法令等 
災害対策基本法等の一部を改正する法律（平成25年６月21日公布・公布の日か

ら起算して６月を超えない範囲内において政令で定める日ほか施行） 

【改正の概要】 
 

災害救助法の一部改正に伴う規定整備（条ずれ） 

 

災害対策基本法（昭和36年法律第223号）第71条の規定による従事命令により応急措

置の業務に従事した者がそのため死亡し、負傷し、若しくは疾病にかかり、又は障害

の状態となつたときは、災害救助法（昭和22年法律第118号）第29条の扶助金の支給

の例により、その者又はその者の遺族若しくは被扶養者がこれらの原因によつて受け

た損害を補償する。 

 

施 行 日 

公布の日（同日において、災害対策基本法等の一部を改正する法律附則第

１条第１号に掲げる規定が施行されていない場合にあっては、当該規定施

行の日） 

【その他参考事項】 

 

災害対策基本法等の一部を改正する法律の概要 

東日本大震災を踏まえた課題のうち、緊急を要するものについて、昨年災害対策基本法の改

正が行われたが、引き続き検討を要するとされた以下の諸課題について、今回更なる改正が行

われたもの 

〇大規模広域な災害に対する即応力の強化等 

〇住民等の円滑かつ安全な避難の確保 

〇被災者保護対策の改善（災害救助法の改正含む。） 

〇平素からの防災への取組の強化 
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